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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
自
転
車
交
通
の
総
合
対
策
及
び
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

警
察
庁
と
国
土
交
通
省
が
共
同
で
実
施
し
て
い
る
「
自
転
車
通
行
環
境
整
備
モ
デ
ル
地
区
事
業
」
で
は
、
全
国
九
十
八
の

モ
デ
ル
地
区
全
体
で
、
自
転
車
専
用
通
行
帯
を
指
定
す
る
交
通
規
制
を
約
三
十
六
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
を
可
能
と
す
る
交
通
規
制
を
約
二
百
五
十
九
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
普
通
自
転
車
の
歩
道
通

行
部
分
を
指
定
す
る
も
の
は
、
約
百
三
十
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
区
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
ま

た
、
自
転
車
道
の
整
備
を
約
四
十
八
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
自
転
車
専
用
通
行
帯
を
指
定
す
る
交
通
規
制
に
つ

い
て
は
約
二
十
九
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
を
可
能
と
す
る
交
通
規
制
に
つ
い
て

は
約
二
百
十
三
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
を
指
定
す
る
も
の
は
、
約
百
四
・
八
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
の
区
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
て
お
り
、
ま
た
、
自
転
車
道
の
整
備
に
つ
い
て
は
約
三
十
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
区
間
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
、
警
察
庁
と
国
土
交
通
省
は
共
同
で
、
有
識
者
か
ら
成
る
検
討
委
員
会
を

一



開
催
し
、
モ
デ
ル
地
区
で
の
取
組
の
評
価
・
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
な
自
転
車
利
用
環
境
の
創
出
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
各
道
路
の
構
造
や
交
通
実
態
等
を
踏
ま
え
、
自
転
車
道
の
整
備
、
自
転
車
専
用
通
行
帯
の

指
定
、
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
の
指
定
の
手
法
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
自
転
車
の
通
行
環
境
の
整
備
を
図
っ
て
ま

い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
や
自
転
車
に
よ
る
迷
惑
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
各
種
の

機
会
を
捉
え
て
、
自
転
車
の
主
な
交
通
ル
ー
ル
を
分
か
り
や
す
く
示
し
た
「
自
転
車
安
全
利
用
五
則
」
（
平
成
十
九
年
七
月

十
日
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
交
通
対
策
本
部
決
定
）
を
活
用
し
つ
つ
、
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
等
の
普
及
啓
発
を
図
っ
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
自
転
車
の
交
通
安
全
対
策
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
等
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
、
自
転
車

の
通
行
環
境
の
整
備
、
自
転
車
利
用
者
に
対
す
る
交
通
ル
ー
ル
の
周
知
及
び
自
転
車
に
係
る
交
通
安
全
教
育
並
び
に
自
転
車

二



利
用
者
の
交
通
違
反
に
対
す
る
街
頭
指
導
取
締
り
を
並
行
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
対
策
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
自
転
車
通
行
環
境
の
整
備
に
係
る
経
費
、
交

通
ル
ー
ル
遵
守
の
た
め
の
広
報
啓
発
に
係
る
経
費
、
児
童
の
安
全
な
通
学
の
た
め
の
教
育
教
材
の
作
成
に
係
る
経
費
、
全
国

交
通
安
全
運
動
の
実
施
に
係
る
経
費
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


